
○美幌町共同研究開発事業補助金交付要綱 

令和７年４月１日 

制定 

（通則） 

第１条 美幌町共同研究開発事業補助金（以下「補助金」という。）は、予算の

範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則（平成１５年美幌町規則

第３９号。以下「規則」という。）に定めがあるもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は、美幌町内の企業（以下「町内企業」という。）が大学の技

術及び知見を活用し、共同で取り組む研究開発に対して補助金を交付すること

により、産学官連携の活性化を図るとともに町内企業の技術力を向上し、もっ

て地域産業の振興を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１） 町内企業 美幌町内に本店、支店、事業所、工場等を有する法人又は

個人事業主をいう。 

（２） 大学 本町と連携協定を締結している大学をいう。 

（３） 共同研究 町内企業と大学が対等の立場で協力し、製品、技術又はサ

ービスの開発を行う研究をいう。 

（補助の対象者） 

第４条 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

（１） 町内企業であること。 

（２） 美幌町及び大学との３者による共同研究開発に関する協定を締結して

いること。 

（３） 町税を滞納していないこと。 

（４） 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例（平成２５年美幌町条例第３

５号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員若

しくは同条第３号に規定する暴力団関係事業者と関係を有していないこと。  



（補助の対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、町内企業

が大学の技術及び知見を活用して実施する共同研究事業とする。  

２ 同一の町内企業が行う同一の事業については、３か年度以内まで継続して補

助対象事業とすることができる。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額等は、次の表のとおりとする。 

補助対象経費 補助率 限度額 

町内企業が大学に支払う研究開発

費（直接経費及び間接経費） 

補助対象経費の3分の2以内 80万円 

２ 前項で算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

（事業の募集） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「応募者」という。）は、町長

が別に定める事業の募集期間内に次に掲げる書類を町長に提出しなければなら

ない。 

（１） 美幌町共同研究開発事業補助金応募申込書（様式第１号）  

（２） 事業予算書（様式第２号） 

（３） 事業工程表（様式第３号） 

（４） その他必要に応じて指示する書類 

（審査） 

第８条 前条の規定により応募のあった事業を審査するために、美幌町共同研究

開発事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。  

２ 審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。  

（審査結果の公表） 

第９条 町長は、審査委員会の審査を経て決定した事業認定の可否について、美

幌町共同研究開発事業認定（不認定）通知書（様式第４号）により当該応募者

に通知するとともに、町民に公表する。 

（補助金の交付の申請に必要な書類） 

第１０条 規則第４条第１項第３号に定める町長が必要と認める書類は、第４条



第２号に規定する共同研究開発に関する協定書の写しとする。  

（補助金の概算払） 

第１１条 規則第８条ただし書に規定する概算払は、補助金額の８０パーセント

以内とする。 

（着手等） 

第１２条 共同研究は、補助金の交付決定後に着手し、交付決定のあった年度の

２月末日までに完了しなければならない。 

（実績報告等に必要な書類） 

第１３条 規則第１１条第１項第３号に定める町長が必要と認める書類は、次に

掲げる書類とする。 

（１） 成果報告書（研究成果、実施状況、今後の展開等を記載したもの）  

（２） 支払関連資料（補助対象経費に係る請求書又は領収書の写し）  

（交付決定の取消し） 

第１４条 町長は、規則第１４条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り

消した場合は、交付決定者へ美幌町共同研究開発事業補助金交付決定取消通知

書（様式第５号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 規則第１５条第１項の規定による返還は、美幌町共同研究開発事業補

助金返還命令書（様式第６号）により命ずるものとする。  

（附則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


